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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被認証者が所持する物理的媒体および被認証者の生体情報のうち少なくともいずれか一
方を基に前記被認証者が本人であるか否かを認証する認証手段と、
　この認証手段による認証時、前記被認証者の少なくとも顔画像を取得する画像入力手段
と、
　前記認証手段により前記被認証者が認証された際、そのとき前記画像入力手段により取
得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果を認証履歴として記憶する認証履歴記
憶手段と、
　前記認証手段により前記被認証者が認証された際、そのとき前記画像入力手段により取
得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果、および、前記認証履歴記憶手段に記
憶されている前回認証時の被認証者の顔画像を含む認証履歴を前記被認証者に対して表示
する表示手段と、
　を具備したことを特徴とする個人認証装置。
【請求項２】
　前記認証履歴は、前回認証時の被認証者の顔画像、認証日時および認証場所などで構成
されることを特徴とする請求項１記載の個人認証装置。
【請求項３】
　被認証者が所持する物理的媒体および被認証者の生体情報のうち少なくともいずれか一
方を基に前記被認証者が本人であるか否かを認証する認証手段と、
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　前記被認証者が自己の少なくとも顔画像を入力する画像入力手段と、
　前記認証手段により前記被認証者が認証された際、前記画像入力手段により入力された
当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果を認証履歴として記憶する認証履歴記憶手段と
、
　前記認証手段により前記被認証者が認証された際、前記画像入力手段により入力された
当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果、および、前記認証履歴記憶手段に記憶されて
いる前回認証時の被認証者の顔画像を含む認証履歴を前記被認証者に対して表示する表示
手段と、
　を具備したことを特徴とする個人認証装置。
【請求項４】
　被認証者が所持する物理的媒体および被認証者の生体情報のうち少なくともいずれか一
方を基に前記被認証者が本人であるか否かを認証する第１のステップと、
　この第１のステップによる認証時、前記被認証者の少なくとも顔画像を取得する第２の
ステップと、
　前記第１のステップにより前記被認証者が認証された際、そのとき前記第２のステップ
により取得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果を認証履歴として記憶する第
３のステップと、
　前記第１のステップにより前記被認証者が認証された際、そのとき前記第２のステップ
により取得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果、および、前記第３のステッ
プにより記憶されている前回認証時の被認証者の顔画像を含む認証履歴を前記被認証者に
対して表示する第４のステップと、
　を具備したことを特徴とする個人認証方法。
【請求項５】
　被認証者が所持する物理的媒体および被認証者の生体情報のうち少なくともいずれか一
方を基に前記被認証者が本人であるか否かを認証する第１のステップと、
　前記被認証者が自己の少なくとも顔画像を入力する第２のステップと、
　前記第１のステップにより前記被認証者が認証された際、前記第２のステップにより入
力された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果を認証履歴として記憶する第３のステ
ップと、
　前記第１のステップにより前記被認証者が認証された際、前記第２のステップにより入
力された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果、および、前記第３のステップに記憶
されている前回認証時の被認証者の顔画像を含む認証履歴を前記被認証者に対して表示す
る第４のステップと、
　を具備したことを特徴とする個人認証方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、たとえば、鍵、磁気カード、ＩＣカードなどの物理的媒体、もしくは、指紋、
網膜、虹彩、掌形、顔画像などの生体情報を基に被認証者が本人であるか否かを認証し、
その認証結果に基づきセキュリティを重視する建物や部屋への入室管理を行なう個人認証
装置および個人認証方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、たとえば、鍵、磁気カード、ＩＣカードなどの物理的媒体、もしくは、指紋、網膜
、虹彩、掌形、顔画像などの生体情報を基に被認証者が本人であるか否かを認証し、その
認証結果に基づきセキュリティを重視する建物や部屋への入室管理を行なう個人認証装置
が開発されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、従来の物理的媒体を用いた個人認証装置では、利用者は「他人が自分のカ
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ードを使って認証されはしないか」、「偽造されたカードで他人が認証されていないか」
といった不安を持つことがある。
【０００４】
また、生体情報を用いた個人認証装置では、利用者は「知らない間に他の誰かが自分にな
りすまして認証されているのではないか」といった不安を持つことがある。
【０００５】
そこで、本発明は、他の誰かが自分になりすまして認証されていないかどうかを、利用者
自身が手間をかけることなく恒常的に確認でき、利用者が安心して、かつ、確信を持って
個人認証を行なうことができる個人認証装置および個人認証方法を提供することを目的と
する。
【０００６】
また、本発明は、悪意のある第三者になりすましがあった場合にそれが判明し易くなり、
悪意のある第三者になりすましを抑制する効果が得られる個人認証装置および個人認証方
法を提供することを目的とする。
【０００７】
また、本発明は、保護者や管理者などが、家族もしくは被管理者の認証履歴を恒常的にチ
ェックでき、認証スコアの低下や認証頻度の異常などの、システムや利用者の異常を早期
に発見できるようになる個人認証装置および個人認証方法を提供することを目的とする。
【０００８】
さらに、本発明は、認証されたときに表示される認証結果を利用者が選択でき、利用者の
満足度を高めることができる個人認証装置および個人認証方法を提供することを目的とす
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明の個人認証装置は、被認証者が所持する物理的媒体および被認証者の生体情報のう
ち少なくともいずれか一方を基に前記被認証者が本人であるか否かを認証する認証手段と
、この認証手段による認証時、前記被認証者の少なくとも顔画像を取得する画像入力手段
と、前記認証手段により前記被認証者が認証された際、そのとき前記画像入力手段により
取得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果を認証履歴として記憶する認証履歴
記憶手段と、前記認証手段により前記被認証者が認証された際、そのとき前記画像入力手
段により取得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果、および、前記認証履歴記
憶手段に記憶されている前回認証時の被認証者の顔画像を含む認証履歴を前記被認証者に
対して表示する表示手段とを具備している。
【００１０】
また、本発明の個人認証方法は、被認証者が所持する物理的媒体および被認証者の生体情
報のうち少なくともいずれか一方を基に前記被認証者が本人であるか否かを認証する第１
のステップと、この第１のステップによる認証時、前記被認証者の少なくとも顔画像を取
得する第２のステップと、前記第１のステップにより前記被認証者が認証された際、その
とき前記第２のステップにより取得された当該被認証者の顔画像を含む当該認証結果を認
証履歴として記憶する第３のステップと、前記第１のステップにより前記被認証者が認証
された際、そのとき前記第２のステップにより取得された当該被認証者の顔画像を含む当
該認証結果、および、前記第３のステップにより記憶されている前回認証時の被認証者の
顔画像を含む認証履歴を前記被認証者に対して表示する第４のステップとを具備している
。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００１２】
まず、第１の実施の形態について説明する。
【００１３】



(4) JP 4643043 B2 2011.3.2

10

20

30

40

50

図１は、第１の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すものである。この個
人認証装置は、たとえば、被認証者が本人であるか否かを認証し、その認証結果に基づき
セキュリティを重視する建物や部屋への入室管理を行なうもので、被認証者１００が所持
する鍵、磁気カード、ＩＣカードなどの物理的媒体、もしくは、指紋、網膜、虹彩、掌形
、顔画像などの生体情報を基に被認証者１００が本人であるか否かを認証する認証手段と
しての認証部１０１、被認証者１００の少なくとも顔画像を取得する画像入力手段として
の画像入力部１０２、認証部１０１により被認証者１００が認証された際、そのとき画像
入力部１０２により取得された当該被認証者１００の顔画像を含む当該認証結果を認証履
歴として記憶する認証履歴記憶手段としての認証履歴記憶部１０３、認証部１０１により
被認証者１００が認証された際、そのとき画像入力部１０２により取得された当該被認証
者１００の顔画像を含む当該認証結果、および、認証履歴記憶部１０３に記憶されている
前回認証時の被認証者の顔画像を含む認証履歴を被認証者１００に対して表示する表示手
段としての画像合成部１０４および表示部１０５、認証部１０１の認証結果に基づき入室
管理を行なう部屋のドア１０７を開閉制御するドア制御部１０６によって構成されている
。
【００１４】
以下、全体的な処理の流れについて図２に示すフローチャートを参照して説明する。
【００１５】
まず、画像入力部１０２は、被認証者（利用者）１００の顔画像を撮像して入力する（ス
テップＳ１）。一方、認証部１０１は、通常の鍵と錠前とによる適合チェック、あるいは
、磁気カードやＩＣカードによる認証など、被認証者１００が所持する物理的媒体による
個人認証を行なうか、あるいは、指紋、網膜、虹彩、掌形、顔画像など、被認証者１００
の生体情報に基づく個人認証を行なう（ステップＳ２）。
【００１６】
なお、認証部１０１における認証方法としては、たとえば、文献１（坂野鋭，中村逸一．
「認証技術の現在と未来」．情報処理，Vol.41,No7,pp.816-822,July 2000.）、あるいは
、文献２（Alex Pentland Tanzeem Choudhury.“Face Recognition for Smart Environme
nts".IEEE Computer Magazine,Vol.49,No.2,pp.50-55,February 2000.）に記載されてい
る認証方法が適用可能である。
【００１７】
次に、認証履歴記憶部１０３は、認証部１０１の認証結果、および、そのとき画像入力部
１０２で入力された被認証者１００の顔画像を認証履歴として記憶する（ステップＳ３）
。この際、認証部１０１の認証結果が成功である（本人であると判断した）場合（ステッ
プＳ４）、その認証成功の結果と、認証履歴記憶部１０３内の前回認証時の認証履歴とが
画像合成部１０４により画像合成されて表示部１０５に表示され、被認証者１００に通知
される（ステップＳ５）とともに、ドア制御部１０６に「ドア開」の命令を与えることに
よりドア１０７を開放する（ステップＳ６）。
【００１８】
一方、認証部１０１の認証結果が失敗である（本人ではないと判断した）場合（ステップ
Ｓ４）、ドア１０７は開放せず、認証失敗の結果が画像合成部１０４により表示部１０５
に表示される（ステップＳ７）。
【００１９】
ここで、画像合成部１０４により表示部１０５に表示される認証結果と認証履歴の一例を
図３に示す。図３に示すように、今回の認証結果（画像入力部１０２で入力された被認証
者１００の顔画像Ｂを含む）Ａを表示するとともに、前回の認証履歴Ｃを表示する。なお
、前回の認証履歴としては、認証の成功／失敗、認証日時、認証場所、認証時の被認証者
の顔画像などを表示すればよい。
【００２０】
このようにして、過去の認証履歴を記憶、表示することで、過去に誰かが自分になりすま
して認証を受けようとした（もしくは、認証を受けてしまった）場合、それが履歴として
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残る。そして、真の利用者が認証を受けた際に、そのなりすましの結果が履歴として表示
される。そのため、利用者自身がなりすましが起こったことを発見することができる。
【００２１】
逆に、前回認証された結果が確かに利用者自身のものであれば、「前回の認証から今回の
認証までに、他人のなりすましは一切なかった」ということが保証されるため、利用者は
認証システムを安心と確信を持って使用することができる利点がある。特に、認証時の顔
画像が表示されることにより、真の利用者は他人によるなりすましなどの異常に気付きや
すくなる。
【００２２】
このような確認が認証のたびに、恒常的に他人のなりすましがないことを確認することが
できる。そのため、第三者のなりすましが発覚しやすく、そのような行為を抑止する効果
も大きい。
【００２３】
なお、図４に示すように、前回の認証履歴Ｃを複数表示するようにしてもよい。この場合
、表示する認証履歴の数、認証情報やその形式は、利用者もしくは管理者もしくはその両
方が設定することができる。図４において、Ｃ１は認証結果、Ｃ２は認証時の顔画像であ
る。また、図５に示すように、認証時の顔画像Ｃ２を間引きして並べて表示したり、複数
の画像入力部で入力された認証者の画像を表示するようにしてもよい。
【００２４】
なお、認証部１０１として顔画像による認証技術を用いる場合、全体的な構成は図６に示
すようになる。この場合、認証部１０１は、被認証者１００の顔画像を入力する画像入力
部１０１ａ、および、この画像入力部１０１ａで入力された顔画像を辞書データと照合す
ることにより被認証者１００が本人であるか否かを認証する処理部１０１ｂから構成され
る。なお、画像入力部１０１ａは図１の画像入力部１０２を兼ねることができるため、必
ずしも別途画像入力部を備える必要はない。
【００２５】
次に、第２の実施の形態について説明する。
【００２６】
図７は、第２の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すものである。第２の
実施の形態は、前述した第１の実施の形態に対して、被認証者１００が所持する個人認証
情報記録媒体（携帯形情報記録媒体）１１０に過去（前回）の認証履歴情報を記録する点
、および、それに伴い認証履歴記憶部１０３が認証履歴処理部１０９に置き換わった点が
異なり、その他は第１の実施の形態と同様であるので、以下、異なる点についてだけ説明
する。
【００２７】
被認証者１００は、自身を証明するＩＤ情報などが記録されている磁気カードやＩＣカー
ドなどからなるＩＤカードなどの個人認証情報記録媒体１０８を所持しており、これを提
示して認証を受けるものとする。そして、本実施の形態では、認証時、個人認証情報記録
媒体１１０に過去の認証履歴情報を記録する。
【００２８】
個人認証情報読取部１１０は、被認証者１００が提示する個人認証情報記録媒体１０８か
らＩＤ情報や過去の認証履歴を読取り、認証履歴処理部１０９に送る。個人認証情報記録
部１１１は、認証履歴処理部１０９から送られる今回の認証結果（被認証者１００の顔画
像を含む）を認証履歴として個人認証情報記録媒体１０８に記録する。
【００２９】
以下、全体的な処理の流れについて図８に示すフローチャートを参照して説明する。
【００３０】
まず、画像入力部１０２は、被認証者１００の顔画像を撮像して入力する（ステップＳ１
１）。これと平行して、被認証者１００は、所持する個人認証情報記録媒体１０８を提示
して認証を受ける（ステップＳ１２）。
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【００３１】
すなわち、被認証者１００は、個人認証情報記録媒体１０８を個人認証情報読取部１１０
に挿入することにより、個人認証情報読取部１１０は、その個人認証情報記録媒体１０８
からＩＤ情報を読取り、認証履歴処理部１０９に送る。認証履歴処理部１０９は、個人認
証情報記録媒体１０８から読取ったＩＤ情報を認証部１０１へ送る。認証部１０１は、た
とえば、個人認証情報記録媒体１０８から読取ったＩＤ情報をあらかじめ登録されている
ＩＤ情報と一致するか否か照合することにより、被認証者１００が本人であるか否かを認
証し、その認証結果を認証履歴処理部１０９へ送る。
【００３２】
なお、この場合、認証部１０１は、個人認証情報記録媒体１０８のみを基に個人認証を行
なってもよいし、被認証者１００の指紋などの生体情報を基にした他の認証技術を併用し
てもよい。
【００３３】
これと平行して、個人認証情報読取部１１０は、このときセットされている個人認証情報
記録媒体１０８から過去の認証履歴を読取り、認証履歴処理部１０９に送る（ステップＳ
１３）。また、このとき、認証履歴処理部１０９は、認証部１０１の認証結果（今回の認
証結果）、および、そのとき画像入力部１０２で入力された被認証者１００の顔画像を認
証履歴として、個人認証情報記録部１１１を介して個人認証情報記録媒体１０８に記録す
る（ステップＳ１４）。
【００３４】
次に、認証履歴処理部１０９は、認証部１０１の認証結果が成功である（本人であると判
断した）場合（ステップＳ１５）、その認証成功の結果と、個人認証情報記録媒体１０８
から読取った過去（前回認証時）の認証履歴とを画像合成部１０４により画像合成して表
示部１０５に表示し、被認証者１００に通知する（ステップＳ１６）とともに、ドア制御
部１０６に「ドア開」の命令を与えることによりドア１０７を開放する（ステップＳ１７
）。
【００３５】
一方、認証部１０１の認証結果が失敗である（本人ではないと判断した）場合（ステップ
Ｓ１５）、ドア１０７は開放せず、認証失敗の結果が画像合成部１０４により表示部１０
５に表示される（ステップＳ１８）。
【００３６】
このようにして、個人認証情報記録媒体１０８に過去の認証履歴を記録することにより、
個人認証装置側で認証履歴を保持し、複数の個人認証装置で認証履歴を共有する必要がな
くなるという利点がある。
【００３７】
たとえば、図９に示すように、複数の個人認証装置で個人認証を行なう場合を考える。個
人認証情報記録媒体を用いない場合においては、図９（ａ）に示すように、複数の個人認
証装置１，２間で認証履歴記憶部３内の履歴情報を共有するために履歴情報共有手段４が
必要であり、有線や無線のネットワークなどを構築する必要がある。
【００３８】
これに対し、第２の実施の形態のように、個人認証情報記録媒体１０８を用いる場合にお
いては、図９（ｂ）に示すように、複数の個人認証装置５，６間で履歴情報を共有するた
めの履歴情報共有手段４が不要になり、システムを安価に構築できる。
【００３９】
なお、認証部１０１として顔画像による認証技術を用いる場合、全体的な構成は図１０に
示すようになる。この場合、認証部１０１は、被認証者１００の顔画像を入力する画像入
力部１０１ａ、および、この画像入力部１０１ａで入力された顔画像を辞書データと照合
することにより被認証者１００が本人であるか否かを認証する処理部１０１ｂから構成さ
れる。なお、画像入力部１０１ａは図７の画像入力部１０２を兼ねることができるため、
必ずしも別途画像入力部を備える必要はない。
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【００４０】
次に、第３の実施の形態について説明する。
【００４１】
図１１は、第３の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すものである。第３
の実施の形態は、前述した第１の実施の形態に対して、個人設定記憶部１１２が追加され
た点が異なり、その他は第１の実施の形態と同様であるので、以下、異なる点についてだ
け説明する。
【００４２】
個人設定記憶部１１２は、たとえば、図１２に示すように、ある利用者がどの利用者に対
して管理権を持っているかの管理情報を保持する。たとえば、ＩＤ情報＝３の利用者がＩ
Ｄ情報＝６，７の利用者に対して管理権を持っているとする。そして、ＩＤ情報＝３の利
用者が認証を受けたとすると、画像合成部１０４は、個人設定記憶部１１２に保持された
図１２の管理情報を参照することにより、図１３に示すように、過去の認証履歴Ｃとして
、ＩＤ情報＝３の利用者（本人）の認証履歴Ｃ３だけでなく、ＩＤ情報＝６，７の利用者
の認証履歴Ｃ４をも同時に表示部１０５に表示する。
【００４３】
このような個人認証装置を、たとえば、一般住宅の入口に適用した場合、両親が子供に対
して管理権を持つように設定すれば、両親が認証を受けるたびに子供の認証履歴が表示さ
れ、子供のＩＤ情報がなりすましされていないかなどを恒常的に容易に確認することがで
きるようになる。
【００４４】
また、このような個人認証装置を、たとえば、オフィスの機密の高い部屋の入口に適用し
た場合、管理者や上司が他の入室者に対して管理権を持つように設定すれば、管理者が認
証を受けるたびに他の入室者の認証履歴が表示され、それらのＩＤ情報がなりすましされ
ていないかなどを恒常的に容易に確認することができるようになる。
【００４５】
次に、第４の実施の形態について説明する。
【００４６】
第４の実施の形態に係る個人認証装置の構成は、前述した第１の実施の形態と同様である
が、今回の認証結果の表示に用いる被認証者１００の顔画像を、被認証者１００が選択設
定できる点が第１の実施の形態と異なり、その他は第１の実施の形態と同様であるので、
以下、異なる点についてだけ説明する。
【００４７】
画像合成部１０４は、画像入力部１０２が辞書登録時もしくは個人認証の際に取得した、
それぞれが表情の異なる複数（本例では１２個）の顔画像Ｄを、たとえば、図１４に示す
ように表示部１０５に表示し、被認証者１００に対して好みの顔画像を選択するように案
内する。ここで、被認証者１００は、図示しないキーボードなどの操作により、表示部１
０５に表示された複数の顔画像の中から自分の好みの顔画像を選択し、自己画像として設
定する。
【００４８】
次に、第５の実施の形態について説明する。
【００４９】
図１５は、第５の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すものである。第５
の実施の形態は、前述した第１の実施の形態に対して、被認証者１００が自己の顔画像を
入力する画像入力手段としてのスキャナなどの登録画像入力部１１３が追加された点が異
なり、その他は第１の実施の形態と同様であるので、以下、異なる点についてだけ説明す
る。
【００５０】
被認証者１００は、自分で用意した写真などの顔画像を登録画像入力部１１３により入力
し、認証履歴記憶部１０３内に設定記憶（登録）する。画像合成部１０４は、今回の認証
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結果を表示する際、被認証者１００の顔画像として認証履歴記憶部１０３内に登録された
顔画像を用いる。
【００５１】
【発明の効果】
以上詳述したように本発明によれば、他の誰かが自分になりすまして認証されていないか
どうかを、利用者自身が手間をかけることなく恒常的に確認でき、利用者が安心して、か
つ、確信を持って個人認証を行なうことができる個人認証装置および個人認証方法を提供
できる。
【００５２】
また、本発明によれば、悪意のある第三者になりすましがあった場合にそれが判明し易く
なり、悪意のある第三者になりすましを抑制する効果が得られる個人認証装置および個人
認証方法を提供できる。
【００５３】
また、本発明によれば、保護者や管理者などが、家族もしくは被管理者の認証履歴を恒常
的にチェックでき、認証スコアの低下や認証頻度の異常などの、システムや利用者の異常
を早期に発見できるようになる個人認証装置および個人認証方法を提供できる。
【００５４】
さらに、本発明によれば、認証されたときに表示される認証結果を利用者が選択でき、利
用者の満足度を高めることができる個人認証装置および個人認証方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すブロック図
。
【図２】第１の実施の形態に係る個人認証装置の全体的な処理の流れについて説明するフ
ローチャート。
【図３】第１の実施の形態における認証結果と認証履歴の表示例を示す図。
【図４】第１の実施の形態における認証結果と認証履歴の別の表示例を示す図。
【図５】第１の実施の形態における認証結果と認証履歴のさらに別の表示例を示す図。
【図６】第１の実施の形態において認証部として顔画像による認証技術を用いた場合の個
人認証装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すブロック図
。
【図８】第２の実施の形態に係る個人認証装置の全体的な処理の流れについて説明するフ
ローチャート。
【図９】第２の実施の形態において個人認証情報記録媒体を用いることの効果を説明する
ための図。
【図１０】第２の実施の形態において認証部として顔画像による認証技術を用いた場合の
個人認証装置の構成を概略的に示すブロック図。
【図１１】本発明の第３の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すブロック
図。
【図１２】第３の実施の形態において用いる管理情報の一例を示す図。
【図１３】第３の実施の形態における認証結果と認証履歴の表示例を示す図。
【図１４】本発明の第４の実施の形態における顔画像選択画面の一例を示す図。
【図１５】本発明の第５の実施の形態に係る個人認証装置の構成を概略的に示すブロック
図。
【符号の説明】
１００…被認証者（利用者）、１０１…認証部（認証手段）、１０２，１０１ａ…画像入
力部（画像入力手段）、１０１ｂ…処理部、１０３…認証履歴記憶部（認証履歴記憶手段
）、１０４…画像合成部（表示手段）、１０５…表示部（表示手段）、１０６…ドア制御
部、１０７…ドア、１０８…個人認証情報記録媒体（携帯形情報記録媒体）、１０９…認
証履歴処理手段、１１０…個人認証情報読取部、１１１…個人認証情報記録部、１１２…
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個人設定記憶部、１１３…登録画像入力部（画像入力手段）。

【図１】 【図２】
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